
　　　市道路線の認定及び廃止について

　道路法第８条及び第１０条第１項の規定により、次のとおり市道路線を認定

及び廃止する。

　　　　　平成２８年１１月２８日提出

　川崎市長　　福　田　　紀　彦

１　認定

整理 図面

番号 番号

子 母 口 高津区 子母口 １８０番 １先

第 １ ０ ４ 号 線 高津区 子母口 １８０番 １０先

東 有 馬 宮前区 東有馬５丁目 ２７番 ２１先

第 ３ 号 線 宮前区 東有馬５丁目 ２７番 １７先

登 戸 多摩区 登戸 ７６３番 １先

第 ３ ４ ０ 号 線 多摩区 登戸 ７６３番 ５先

堰 多摩区 堰３丁目 ２１１番 ６先

第 ８ １ 号 線 多摩区 堰３丁目 ２０３番 １４先

生 田 多摩区 生田１丁目 １９番 ２先

第 ２ ６ ５ 号 線 多摩区 生田１丁目 ２０番 ９先

生 田 多摩区 生田３丁目 ８２２番 １３先

第 ２ ６ ６ 号 線 多摩区 生田３丁目 ８２２番 １９先

菅 多摩区 菅１丁目 ２８４４番 １先

第 １ ７ ７ 号 線 多摩区 菅１丁目 ２８４５番 ６先

岡 上 麻生区 岡上 １４４１番 ４３先

第 １ ７ ４ 号 線 麻生区 岡上 １４５４番 ２先

岡 上 麻生区 岡上 １４４１番 １０５先

第 １ ７ ５ 号 線 麻生区 岡上 １４４１番 １０２先
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議案第１９７号

市道路線の認定及び廃止について

　道路法第８条及び第１０条第１項の規定により、次のとおり市道路線を認定

及び廃止する。

平成２８年１１月２８日提出

        川崎市長  福　田　紀　彦



整理 図面

番号 番号

岡 上 麻生区 岡上 ２９８番 ２先

第 １ ７ ６ 号 線 麻生区 岡上 ２８６番 ４先

栗 木 麻生区 栗木３丁目 ５番 ２０先

第 １ ４ ４ 号 線 麻生区 栗木３丁目 ５番 １５先

は る ひ 野 麻生区 はるひ野５丁目 ２９番 ４９先

第 １ １ ９ 号 線 麻生区 はるひ野５丁目 ２９番 ４７先

は る ひ 野 麻生区 はるひ野５丁目 ２９番 ４９先

第 １ ２ ０ 号 線 麻生区 はるひ野５丁目 ２９番 ８０先

栗 木 台 麻生区 栗木台２丁目 ８番 ３１先

第 ９ ４ 号 線 麻生区 栗木台２丁目 ８番 ３４先

２　廃止

整理 図面

番号 番号

子 母 口 高津区 子母口 １８７番 １１先

第 ４ ８ 号 線 高津区 子母口 １８０番 １先

久 末 高津区 久末 １５６９番 ２先

第 ６ ９ 号 線 高津区 久末 １５１２番 先

久 末 高津区 久末 １５６９番 ２先

第 ７ ０ 号 線 高津区 久末 １５７２番 １先

野 川 宮前区 野川 ４７０番 先

第 １ ２ 号 線 宮前区 野川 ４７１番 １先

王 禅 寺 麻生区 王禅寺 ４０３０番 先

第 ２ ６ 号 線 麻生区 王禅寺 １００９番 先

岡 上 麻生区 岡上 ２９９番 ４先

第 ５ ２ 号 線 麻生区 岡上 ３１４番 １先

岡 上 麻生区 岡上 ２９８番 ２先

第 １ ５ １ 号 線 麻生区 岡上 ３１５番 ７先

岡 上 麻生区 岡上 ３８３番 ６先

第 ５ ８ 号 線 麻生区 岡上 ３８１番 先

起 点

終 点
路 線 名

４９ １１

５０ １２

４６ ９

４７ １０

４８ １１

路 線 名
起 点

終 点

５１ １３

５２ １４

５３ １４

５４ １５

５７ １７

５８ １８

５５ １６

５６ １７



認 定 理 由 

図面番号① 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（高津区子母口地内）                整理番号３７ 
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認 定 理 由 

図面番号② 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（宮前区東有馬５丁目地内）             整理番号３８ 
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認 定 理 由 

図面番号③ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（多摩区登戸地内）                 整理番号３９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認 定 理 由 

図面番号② 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（宮前区東有馬５丁目地内）             整理番号３８ 
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認 定 理 由 

図面番号④ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（多摩区堰３丁目地内）               整理番号４０ 
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認 定 理 由 

図面番号⑤ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（多摩区生田１丁目地内）              整理番号４１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認 定 理 由 

図面番号④ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（多摩区堰３丁目地内）               整理番号４０ 
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認 定 理 由 

図面番号⑥ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（多摩区生田３丁目地内）              整理番号４２ 
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認 定 理 由 

図面番号⑦ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（多摩区菅１丁目地内）               整理番号４３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認 定 理 由 

図面番号⑥ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（多摩区生田３丁目地内）              整理番号４２ 
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認 定 理 由 

図面番号⑧ 

 本箇所は、測量助成適用団地内の道路で、一般交通に必要なので、これを市

道として認定したい。 

 

見取図（麻生区岡上地内）              整理番号４４、４５ 
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認 定 理 由 

図面番号⑨ 

 本箇所は、路線の一部は不要であるため廃止をするが、残地路線は一般交通

に必要なので、再度、これを市道として認定したい。 

 

見取図（麻生区岡上地内）                 整理番号４６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認 定 理 由 

図面番号⑧ 

 本箇所は、測量助成適用団地内の道路で、一般交通に必要なので、これを市

道として認定したい。 

 

見取図（麻生区岡上地内）              整理番号４４、４５ 
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認 定 理 由 

図面番号⑩ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（麻生区栗木３丁目地内）              整理番号４７ 
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認 定 理 由 

図面番号⑪ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（麻生区はるひ野５丁目地内）         整理番号４８、４９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認 定 理 由 

図面番号⑩ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（麻生区栗木３丁目地内）              整理番号４７ 
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認 定 理 由 

図面番号⑫ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（麻生区栗木台２丁目地内）             整理番号５０ 
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廃 止 理 由 

図面番号⑬ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

 

見取図（高津区子母口地内）                整理番号５１ 

 

 

 

 

認 定 理 由 

図面番号⑫ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（麻生区栗木台２丁目地内）             整理番号５０ 
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廃 止 理 由 

図面番号⑭ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

 

見取図（高津区久末地内）              整理番号５２、５３ 
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廃 止 理 由 

図面番号⑮ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

 

見取図（宮前区野川地内）                 整理番号５４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃 止 理 由 

図面番号⑭ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

 

見取図（高津区久末地内）              整理番号５２、５３ 
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廃 止 理 由 

図面番号⑯ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

 

見取図（麻生区王禅寺地内）                整理番号５５ 
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廃 止 理 由 

図面番号⑰ 

 本箇所は、路線の一部及び全部が一般交通に必要がないので、これを廃止し

たい。 

 

見取図（麻生区岡上地内）              整理番号５６、５７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃 止 理 由 

図面番号⑯ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

 

見取図（麻生区王禅寺地内）                整理番号５５ 
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廃 止 理 由 

図面番号⑱ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

 

見取図（麻生区岡上地内）                 整理番号５８ 
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